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第２０回裁判について  

朝鮮学校無償化実現・福岡連絡協議会 
      －朝鮮学校無償化裁判を支援する会―  

■ 第２０回口頭弁論(結審) 
 

 ９月２０日(木)、九州無償化裁判の第20

回口頭弁論が開かれ、県内同胞、九州

朝鮮中高級学校の生徒、日本市民、ま

た釜山からの支援者などが福岡地裁小

倉支部に駆けつけた。弁論が行われる

203号法廷は定員50人弱ほどの小さな

部屋。少ない傍聴券を求めて２００人近く

が列をなした。 

 

 今回は原告側が準備書面２７，２８（最

終準備書面）を、被告側も最後の書面を

提出。法廷ではまず、無償化弁護団の

服部弘昭弁護団長が準備書面の概要に

ついて意見陳述した。 

 

 服部弁護団長は、

朝鮮高校が無償化法

の規程１３条（学校運

営の適正性）に適合

すると認めるに至らな

いと判断したのは下

村文部科学大臣であり、本来それを客

観的に判断するはずだった審査会の結

論を経ていないと指摘。 

 

 ―審査会では、不指定の結論は出て

いない。そうすると、本件不指定処分は、

本件規程１３条の適合・不適合に関係な

く、規則ハ号削除によりなされたことは明

らかである―（準備書面28より） 

 

 そして、規則ハ号は下村文科大臣の政

治外交的な発言を受けたあとに削除さ

れたとしつつ、「これは無償化法が想定

していない他事考慮であり、被告の裁量

を逸脱・濫用したものであるのは明らか

である。したがって、本件不指定処分は

違法である」と強調した。 

 

 服部弁護団長は他にも、朝鮮高校を不

指定処分としたことは国際人権A規約

（経済的、社会的及び文化的権利に関

する国際規約。１３条では教育の権利な

どについて定められている）や人種差別

撤廃条約、児童権利条約といった国際

人権諸条約だけでなく日本国憲法にも違

反するとのべた。 

 また最後に、生徒たちが民族教育の権

利に対する侵害や精神的苦痛を受けた

ことはもちろん、経済的不利益も受けて

いることを改めて訴えた。 

 

 ―高校無償化は、公立学校の場合は

文字通り無償化であるが、それ以外の

学校については、「就学支援金」として学

生一人あたり、９９００円／月が学校に支

給されるという制度である。すなわち、原

告らが朝鮮学校に最大３年間進学して

いることに照らせば、原告らは就学支援

金を最大3年間受け取ることができない

立場にあったのだから、朝鮮学校以外の

高校生に比べて、最大３５６４００円（９９

００円×１２か月×３年間）の経済的負担

を負っていることになる。さらに、兄弟が
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いればその不利益が大きくなることは

言うまでもない―（準備書面２８より） 

 

 準備書面２７では、「原告らの家庭で

は３人兄弟や４人兄弟全員が朝鮮学校

に進学している場合もある。（中略）き

わめて重い経済的負担を負っているこ

とになる」と加えられている。 

 

 続いて、金敏寛弁護士が訴訟の経緯

を振り返り、現在の自身の思いも含め

て意見陳述した。 

 

 ―下村文部科学大

臣は、堂々と、「拉致

問題」、「朝鮮総聯」、

「朝鮮共和国」などの

政治外交的理由に

基づき、日本国民の

理解が得られないから、朝鮮高校を不

指定処分すると、明確に表明したので

す。（中略）被告自身、規則ハ号を削除

したことが、政治外交的な理由であるこ

とを認識しているはずです。だからこ

そ、被告は、本件訴訟において、下村

文部科学大臣の発言を伏せるかのよう

に、朝鮮高校だけが不指定処分となっ

たのは、本件規程13条に適合すると認

めるに至らなかったという後付けの理

由を繰り返し主張せざるを得ないので

す―（金弁護士の意見陳述書より） 

 反論の余地を許さないとても明白な

主張だった。 

 

 金弁護士はまた、被告による朝鮮学

校への差別政策が一貫していること、

それがさまざまな問題に波及している

ことをいくつかの事例を上げながら説

明。 

 

 ２０１６年３月２９日、文科大臣が補助

金の支給を見直す旨の通知を朝鮮学

校のある都道府県に送ったこと、神戸

朝鮮高校の生徒たちからお土産が没

収された事件、そして民間人による日

常的な差別…。 

 

 ―２００９年１２月４日、授業中の京都

朝鮮初級学校の門前に在特会が集ま

り、拡声器を用いて、「朝鮮学校、こん

なものは学校ではない」、「朝鮮半島

帰って」、「スパイの子どもやないか」、

「朝鮮学校を日本から叩き出せ」、「北

朝鮮に帰ってくださいよ」、「キムチくさ

い」、「約束というものは人間同士がす

るものなんですよ。人間と朝鮮人では

約束は成立しません」等の言葉を１時

間に渡って浴びせ続けるという事件が

起きました―（金弁護士の意見陳述書

より） 

 

 途中、金弁護士は在特会のメンバー

らが放った暴言の部分を読みながら言

葉を詰まらせ、最後は泣きながら声を

絞り出すようにして陳述した。傍聴席に

いた九州中高の生徒が何度も顔をぬ

ぐっているのが見えた。 

 

 最後に金弁護士は、「原告らには６０

人を超える弁護士が代理人となってい

ることも見過ごさないでください。弁護

士としてではなく、一人の日本人とし

て、被告の差別政策の残酷さに耐えか

ねて、それを正すことこそ、外国人と日

本人が共生できる社会へと繋がるとい

う思いから、代理人として手を挙げてく

れました」と、たくさんの人の思いが集

まっていることを伝えながら、偏見にと

らわれず公正な判決を下すよう裁判官

に求めた。 

 

 判決言い渡し日は、来年３月14日

（木）１４時に決まった。 

 

 閉廷後、福岡地裁小倉支部の裏側に

ある弁護士会館で報告集会が行われ

た。報告集会にも、変わらず多くの人が

参加。傍聴できなかった人のために報

告がなされたほか、弁護士、市民団

体、九州中高生徒たちが発言やアピー

ルをした。 

■ 勝訴を目指して、広がる連帯 
 

 報告集会では、服部弘昭弁護団長が

あいさつしたあと、金敏寛弁護士が発

言した。 

 

 金弁護士は「訴状を提出したのが

２０１３年の１２月１９日。１４年３月２

０日に第１回口頭弁論が始まったの

で、ちょうど今日で丸４年と６ヵ月ここ

で審議していたことになる。当時、高

校に通っていた学生たちが無償化

の適用を受けることなく卒業して、４

年６ヵ月が経ってもまだ裁判が終

わっていない。弁護団としても非常

に申し訳ないと思っているが、ここで

ようやく一審の区切りをむかえる」と

この間を振り返った。 

 

 また今回の弁論について、「今日

提出した書面は２つ。準備書面２７

は３０頁ほどの書面で、いわゆる損

害論、原告たちがどれだけ嫌な思い

をし、また被害を受けたのかというこ

とをまとめた。その上で、準備書面２

８では無償化法の仕組みを振り返

り、規則ハ削除と規程１３条との関

係を見たとき、いかに国の不指定処

分がおかしいのか、主張が破たんし

ているのかということをまとめた。書

面は合わせて１００頁弱。加えて最

後に１８２個の証拠を提出した」と報

告した。 

 

 続いて、清田美喜

弁護士がマイクを受

け取り、裁判の内容

とは別に、この期間

にひとつ事件があっ

たこと、それに対し

て無償化弁護団が声明を出したこと

を話した。 

 

 「いま、全国的に“この弁護士を処

分して下さい”という通知（懲戒請求）

が大量に届く事件が起こっている。

朝鮮学校への補助金支給を見直せ

とした3.29通知に反対する声明を出

した弁護士会に届いたことが発端
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● 広島（控訴審） 

２０１８年１１月２７日(火)に控訴審

の第３回弁論となっています。 

 

● 愛知(控訴審) 

２０１８年１２月１２日（水）に控訴審

の第１回弁論が、来年１月２８日

(月)に第２回弁論が開かれる予定

です。 

 

● 大阪(控訴審) 

２０１８年９月２７日（木）に控訴審

判決が言い渡され、不当な敗訴判

決となりました。  ※声明文を参照 

 

● 東京(控訴審) 

２０１８年６月２６日（火）に控訴審

が結審となり、控訴審判決は、１０

月３０日(火)に言い渡されます。 

他地方の裁判状況 

で、他にも各地のたくさんの弁護士を名

指しして懲戒請求が送られてきている。

ネット上には“ここ宛てにこういう内容で

送れ”というようなひな型も上がってお

り、福岡県弁護士会は、“これは懲戒請

求ではなく、懲戒請求の名を借りた嫌

がらせだ”と判断している。同様のこと

が沖縄弁護士会でも起こり、無償化弁

護団の白充弁護士が対象の一人に

なっている。私たちは弁護団の仲間とし

て、そして背景には朝鮮学校に対する

差別・排外意識があると重く見て、結審

にあたってのメッセージと、今回の懲戒

請求は差別と変わりなく、許されないこ

とだというメッセージを込めて声明を出

した」 

 

※以下、声明の内容（一部） 

 「2018年7月24日、沖縄弁護士会は不

当な大量懲戒請求とその背景にある人

種差別的言論に対し、強く抗議する会

長声明を発出した。当該会長声明は

2017年11月から12月にかけて、沖縄弁

護士会所属の会員２名に対して合計

961通の懲戒請求が行われたこと、同

会がこれらを懲戒請求として取り扱わ

ない旨を決定したことを代表とする。な

お、当該不当な懲戒請求の対象とされ

た弁護士のうち1名は当弁護団の一員

である。沖縄弁護士会に寄せられた不

当な懲戒請求は、当該弁護士の業務

における取り組みや姿勢などにはなん

ら目を向けるものではなく、ただ在日朝

鮮人であるというその属性のみに着目

してこれを攻撃するものであって、懲戒

請求という名前と姿を借りた差別であ

り、ヘイトスピーチに他ならない。」 

 次に、韓国・釜山から

駆けつけた市民たちが

登壇。２００６年に発足

した「海外同胞民族文

化・教育ネットワーク」

（同胞ネット）のメンバー

を主とした方たちだ。同胞ネットは、そ

の名の通り海外同胞との交流や連帯を

目的とした市民団体で、九州の朝鮮学

校とも１２年間にわたって交流を続けて

きた。今年１１月には、朝鮮学校との交

流に特化し、より多くの釜山市民と在日

朝鮮人の子どもたちをつなげるための

「朝鮮学校と共に！ 釜山市民の会」

（仮称）が正式に発足されるという。ま

た、来年２月には、北九州国際会議場

（小倉）で、朝鮮学校を支援するコン

サートを予定しているとのこと。朝鮮学

校を支援する日本の市民団体とも協力

して準備を進めている。 

 

 その他にも

福岡ふれあい

納 涼 祭 実 行

委員会より収

益 金 の 一 部

が無償化裁判支援金として手渡され、

２年前から活動を続けている「筑豊リボ

ンプロジェクト」が企画した、映画『蒼の

シンフォニー』上映会、朴英二監督を招

いてのトークショー等が周知された。 

 九州朝鮮中高級学校の生徒たちは、

支援者たちへの感謝の気持ちを込めた

歌とアピールを披露。１０月２１日(日)に

行われる学校文化祭も宣伝した。 

 

 報告集会後には、九州朝鮮中高級学

校で日本の支援者（朝鮮学校無償化実

現福岡連絡協議会）主催で、弁護団、

釜山市民、学校関係者らが参加する弁

護団慰労会が催され、焼肉を食べなが

大阪無償化裁判控訴審判決に対する声明文 

       朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪  

 大阪無償化裁判の控訴審判決が９月

２７日、大阪高裁で言い渡されました。

司法が良心と法の支配に基づいて下し

た一審判決から一転、二審判決は行政

訴訟において国側を勝たすために書か

れた、典型的な結論ありきの判決とな

り、原告の請求を全面的に棄却する著

しく不当な判決を下しました。 

 以下に朝鮮高級学校無償化を求める

連絡会・大阪の声明を掲載します。 

 

声 明 

 

 学校法人大阪朝鮮学園が国を相手

取り、いわゆる「高校無償化」制度にも

とづく就学支援金支給の不指定処分取

消しと、同学園の指定義務づけを求め

た裁判において、本日、大阪高等裁判

ら交流を深めた。参加者たちは勝訴を

目指し、さらにその先を見据えて引き続

き闘いを進めていきながら、互いに協

力して多様な取り組みを展開していこう

との気持ちを共有していた。 

 

 （日刊イオブログから転載） 



すべての子どもには学びへの権利があります！ 

 
 ■ 郵便振込の場合 
  ０１７５０－７－１６４４５４ 
  朝鮮学校無償化実現・福岡連絡協議会 
 ■ 銀行振込の場合 
  福岡銀行折尾支店 （普）２９８８６０９ 
  朝鮮学校無償化実現福岡連絡協議会 事務局 ユン キョンリョン 
 ■ 労働金庫振込の場合 
  九州労働金庫福岡県庁前支店 （普）６７１３５７７ 
  朝鮮学校無償化実現福岡連絡協議会 事務局員 前海満広 

■会費（カンパ）のお願い 

  本会の趣旨に賛同いただき会費（カンパ）のご協

力をお願いいたします。（振込先は右記参照） 

○ 団体会費 一口 5､000円 

○ 個人会費 一口 1､000円 

これまでのご協力に厚くお礼申し上げると共に、

裁判の広範な支援の為には、これからも継続的な

ご協力を呼びかけていきたいと思っております。

皆様の暖かいご支援をお待ちしています。 

所第13民事部は原判決を破棄し国側

逆転勝訴の不当判決を言い渡しまし

た。司法が安倍政権の意向を「忖度」し

たかのような判決内容を、私たちは決

して認めることができず、怒りをもって

強く抗議します。 

 

 さる2017年7月28日に大阪地方裁判

所が言い渡した第一審判決は、大阪朝

鮮高級学校に対する不指定処分につ

いて、当時の下村博文文部科学大臣

が裁量権を逸脱、濫用したもので違

法、無効であり、同校は法令に基づき

適正に運営されていると認めました。し

かし一方で、広島・東京・愛知の裁判で

は、各地裁は国側の主張を丸呑みに

し、文科大臣の広範な裁量権を認める

不当判決が宣告されました。 

 大阪地裁での全面敗訴に慌てた国

は、控訴理由書で朝鮮総聯の「反社会

的組織」としての性格を強調し、総聯の

「不当な支配」を受けている疑いがある

朝鮮高級学校の教育内容は、教育基

本法の理念に反するとの主張を執拗に

 会費（カンパ）のお知らせせ 

展開しました。本来、教育の機会均等

を目的とするはずの「高校無償化」制度

の適用において、植民地宗主国の意識

に満ちた公安警察のような観点をもっ

て、朝鮮学校に対する差別を正当化し

ようとしたのです。 

 さる8月30日には国連人種差別撤廃

委員会が2014年に続き、日本政府に対

して朝鮮学校に「高校無償化」制度を

適用するよう再び勧告しました。また今

年に入り3回にわたって南北首脳会談

が開催され、6月12日には初の朝米首

脳会談が実現しました。東アジアの国

際環境は平和と和解へ向かって大きく

舵を切る一方で、日本政府の差別政策

を批判する国際世論はますます高まっ

ているのです。しかるに、時代の趨勢に

逆行するかのような今回の控訴審判決

は、安倍政権のレイシズムを体現する

国側の主張を支持するものであり、断

じて許すことができません。日本政府

は東アジアの平和構築に貢献し、過去

の植民地支配への責任を全うするため

に、朝鮮学校に対する「いじめ」の政策

を即刻中断しなければなりません。朝

鮮高級学校への「高校無償化」制度適

用はもちろんのこと、地方公共団体へ

の補助金交付に圧力をかけた2016年3

月29日の文科省通知は撤回されなけ

ればなりません。 

 

 私たち「朝鮮高級学校無償化を求め

る連絡会・大阪」は2012年3月の結成以

来、原告の大阪朝鮮学園、生徒・保護

者をはじめとする学校関係者、および

原告弁護団の方々と手を携え、この困

難な裁判闘争に取り組んでまいりまし

た。そしてこの間、大阪はもとより日本

全国の心ある方々から、また韓国か

ら、朝鮮から、大きな激励をいただきま

した。にもかかわらず、このような残念

な結果をご報告しなければならないこと

を、まことに無念に思います。 

 しかしこのような不当判決に、私たち

が屈することはありません。私たちは

いっそうの覚悟をもって、すべての朝鮮

高級学校に対する「高校無償化」制度

の適用、そして大阪府ほか地方公共団

体の補助金交付再開を求め、最後まで

闘い抜く決意をここに改めて表明しま

す。とくに係争中の広島、東京、愛知、

福岡をはじめ、志を同じくする日本全国

や海外の仲間たちと固く手を結び、上

告審に向けて朝鮮学校をいっそう力強

く支援していきます。いまや瀕死の状態

にある日本の民主主義と基本的人権を

守り抜くためにも、朝鮮学校への差別

政策に反対するすべての方々のさらな

るご支援をお願いいたします。 


